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金融再生委員会における審議経過

（日本長期信用銀行の資本増強関連）

（２月）

９日 長銀譲渡に係る最終契約締結

１８日 予備審査

２９日 予備審査

（３月）

３日 代表者ヒアリング（申請日）

９日 自由討議

１４日 申請に対する承認

合 計 ５ 日
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○資本増強額○資本増強額○資本増強額○資本増強額
(億円)

　 公的資金による資本増強額
計

○公的資金による資本増強額及び商品性○公的資金による資本増強額及び商品性○公的資金による資本増強額及び商品性○公的資金による資本増強額及び商品性

資本増強額 配当利回り 転換開始時期

日本長期信用銀行 2,400億円 1.21% ５年４ヶ月

○資本増強額対コア純益額○資本増強額対コア純益額○資本増強額対コア純益額○資本増強額対コア純益額

資本増強額
　　　　　　Ａ

３年平均コア純益（注）
　　　　　×1/2　Ｂ

A／B

日本長期信用銀行 2,400億円 226億円 10.6

（注）　コア純益：業務純益（一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前）－国債等債券関係損益

　　　　13/3月期～15/3月期（12/3月期は特別公的管理下を含むため除外）

優先株

日本長期信用銀行 優先株 2,400 2,400

（資料２）
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○業務純益等の推移○業務純益等の推移○業務純益等の推移○業務純益等の推移

（億円）

12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期
見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画

日本長期信用銀行 190 686 160 1,206 630 760 260 295 370 465 183,000 111,000

○総資金利鞘・預貸金利鞘・経費率の推移○総資金利鞘・預貸金利鞘・経費率の推移○総資金利鞘・預貸金利鞘・経費率の推移○総資金利鞘・預貸金利鞘・経費率の推移
（％）

12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期
見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画

日本長期信用銀行 ▲ 0.13 0.09 ▲ 0.15 0.33 0.60 1.09 0.25 0.42 0.32 0.67

○自己資本比率（連結ベース）の推移○自己資本比率（連結ベース）の推移○自己資本比率（連結ベース）の推移○自己資本比率（連結ベース）の推移
（％）

12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

見込み 計画 計画 計画

日本長期信用銀行 10.90 12.05 11.19 9.28

総資産額

（平残ベース）物件費人件費

資金利益

業務純益

物件費率人件費率

経費率預貸金利鞘総資金利鞘

経費

（資料３）
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○リストラの状況○リストラの状況○リストラの状況○リストラの状況

　１．役員数、従業員数等　１．役員数、従業員数等　１．役員数、従業員数等　１．役員数、従業員数等
（億円）

12/3月末 15/3月末 12/3月末 15/3月末 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期
見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画

日本長期信用銀行 17人 18人 2,200人 2,500人 260 295 285 292
（注）従業員数については、事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含む。嘱託、パート、派遣社員は除く。

　２．役員報酬・賞与等　２．役員報酬・賞与等　２．役員報酬・賞与等　２．役員報酬・賞与等

（千円）
12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期 12/3月期 15/3月期
見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画 見込み 計画

日本長期信用銀行 189 300 189 300 - - 476 476

○国内店舗数の推移○国内店舗数の推移○国内店舗数の推移○国内店舗数の推移
（ヶ店）

11/3月末 15/3月末

実績 計画

日本長期信用銀行 24 24 0
（注）出張所、代理店は除く。

増減数

役員数 従業員数 人件費

(注)役員賞与については、平成11年３月期までは実施していない。
  　今後については、利益金処分としての性質から現時点では計算上ゼロとしているが、収益動向等の経営成績および将来の見通しを
  慎重に検討した上で、支給を再開することもあり得る。

物件費（機械化費用を除く）

平均職員給与月額役員報酬・賞与（百万円）

うち役員報酬 うち役員賞与（注）

（資料４）
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○信用供与の状況（実勢ﾍﾞｰｽ・ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ）○信用供与の状況（実勢ﾍﾞｰｽ・ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ）○信用供与の状況（実勢ﾍﾞｰｽ・ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ）○信用供与の状況（実勢ﾍﾞｰｽ・ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ）
（億円）

国内貸出

中小企業向け貸出

12/3月末 13/3月末 12/3月末 13/3月末

見込み(Ａ) 計画(Ｂ) (Ｂ)－(Ａ) 見込み(Ｃ) 計画(Ｄ) (Ｄ)－(Ｃ)

日本長期信用銀行 114,392 117,392 3,000 57,471 57,671 200

（資料５）
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早期健全化法により資本増強を受けた金融機関のフォローアップ（骨子）

平成１１年６月２９日
Ⅰ．趣旨

早期健全化法により資本増強を受けた金融機関の経営健全化計画のフォローアップ
については、早期健全化法や銀行法に基づき、金融再生委員会、金融監督庁及び預金
保険機構において適切に遂行。各金融機関において経営健全化計画に沿った健全な経
営が行われ、収益力が向上するなど主要な計画の履行を確保。

Ⅱ．内容

１．金融再生委員会による決算期毎の履行状況の報告徴求・公表等

摠 １１年３月期の決算については、履行状況の報告として、確定計数（必要に応じ
て連結ベースを含む）を徴求し公表。

摠 半期毎に、早期健全化法５条４項に基づき、計画の進捗状況及び１１年３月期の
経営健全化計画と実績とが相当乖離している場合にはその理由等の報告を求め公表。

摠 市場規律に基づく銀行自身による自己規正を促す観点から、特に必要な場合には
優先株主としての権限を背景とし収益確保のための追加的なリストラ策等を求める。

２．金融監督庁による監督

摠 フォローアップ全体の一環として、経営健全化計画の履行のための施策につき、
四半期毎に定性的にヒアリングを行う。

摠 経営健全化計画について的確に履行しようとしていない場合や計画上の収益等と
実績とが相当程度乖離し市場の信認が低下した場合、早期健全化法２０条２項に基
づき業務改善命令を発動。

３．預金保険機構（整理回収機構）の株主権の行使

摠 早期健全化法の趣旨及び公的資金の保全の観点から、整理回収機構により、

①優先株主としての権限の行使（合併等に係る種類株主総会の議決等）
②優先株の普通株への転換権の行使（転換後、普通株主としての議決権等を行使）

摠 預金保険機構が、整理回収機構による権限行使を承認する基準を策定。このため
金融再生委員会が方針を決定。

４．預金保険機構による優先株式等の処分

優先株等の処分については、早期健全化法の趣旨・原則を踏まえ、①金融システ
ムの安定性、銀行経営の健全性、②国民負担の抑制、③早期処分等といった観点か
ら、預金保険機構が、金融再生委員会、金融監督庁と協議しつつ、処分方針を作成。



資料８－３－31 平成11年９月30日
金融再生委員会

資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について

Ⅰ．趣 旨
早期健全化法により資本増強を受けた金融機関の経営健全化計画上の業務の再構

築・リストラ等の履行状況については、早期健全化法第５条第４項に基づき報告を
求め、これを公表し、金融機関自身による自己規正を促すことを基本とするが、更
に、早期健全化法及び銀行法等に基づき、銀行が自ら作成した経営健全化計画の履
行を確保するための措置として、次のような方針を定める。

Ⅱ．内 容
１．状況把握のためのヒアリング

フォローアップ全体の一環として、経営健全化計画の履行のための施策につき、
四半期毎に定性的にヒアリングを行う。

２．経営健全化計画の履行を確保するための行政上の措置
早期健全化法第５条第４項に基づき半期毎に報告を求め公表するとともに、報告

や四半期ヒアリングの内容が以下の又はに該当する場合、それぞれに応じた行
政上の措置の発動を検討する。

 経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合
ⅰ 早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に基
づき自ら的確に履行しようとしない理由及び代替措置等の報告を求め、早期健
全化法第５条第４項に基づき、代替措置等の報告・公表を検討する。

ⅱ 更に、必要に応じ、早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置として、
銀行法第26条に基づきその措置を実行する業務改善命令の発動を検討する。

 計画上の収益と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の信認が低下した場合等
① 経営健全化計画における収益目標と実績とが乖離している場合

早期健全化法第５条第４項に基づき、収益指標を改善するための合理的と認
められる措置の報告・公表を検討する。

② 経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離している場合
ⅰ 早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条に
基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求め、早期健全化
法第５条第４項に基づき、代替措置等の報告・公表を検討する。



ⅱ 更に、必要に応じ、早期健全化法第５条第４項に基づき社外流出を抑制す
るための措置等の報告・公表を検討する。

③ 経営健全化計画における収益目標と実績とが相当程度乖離し、かつ、市場の
信認が低下したと認められた場合
ⅰ 早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置として、銀行法第24条
に基づき相当程度乖離している理由及び代替措置等の報告を求め、早期健全化
法第５条第４項に基づき、代替措置及び社外流出を抑制するための措置等の
報告・公表を検討する。

ⅱ 必要に応じ、早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置として、銀
行法第24条に基づき速やかに市場の信認を回復させるための効果的措置の報
告を求め、早期健全化法第５条第４項に基づき、効果的措置の報告・公表を
検討する。

ⅲ 更に、必要に応じ、早期健全化法第20条第２項の監督上の必要な措置とし
て、銀行法第26条に基づき抜本的な収益等の改善計画の提出を求め、その計
画を実行する業務改善命令の発動を検討する。

 上記の具体的基準
① 「収益目標と実績とが相当程度乖離」

経営健全化計画に記載されている自己資本に対する業務純益の水準（ＲＯＥ）
又は当期利益を基本的な指標とし、ＲＯＥ又は当期利益の実績が計画ベースの
それらの数値より３割以上低下した場合を目途とする。

② 「市場の信認が低下」
株価、市場調達金利、預金動向などを基本的な指標とし、総合的に判断する。
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